
第１３６回横浜市都市美対策審議会 

次 第 

日 時 令和６年４月22日（月） 13時から14時20分 

会 場 横浜みなとみらい２１プレゼンテーションルーム 

【次 第】 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 委員紹介 

４ 議 事 

(1) 歴史的風致維持向上計画の策定について（報告）

(2) 各部会の開催状況について（報告）

５ 閉 会 



氏　　名 現　職　等

1 会長 国吉　直行 横浜市立大学客員教授（都市デザイン）

2 委員 青木　祐介 横浜開港資料館・横浜都市発展記念館　副館長

3 〃 荒井　聖輝 公募市民委員

4 〃 大西　晴之 横浜商工会議所　議員

5 〃 加茂　紀和子 名古屋工業大学大学院工学研究科教授（建築）

6 〃 鴨下　香苗 公募市民委員

7 〃 嵯峨　しのぶ 神奈川県弁護士会　弁護士

8 〃 真田　純子 東京工業大学環境・社会理工学院教授（景観）

9 〃 東海林　弘靖 照明デザイナー・LIGHTDESIGN　INC.代表

10 〃 中島　直人 東京大学大学院工学系研究科教授（都市デザイン）

11 〃 福岡　孝則 東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授（ランドスケープデザイン）

12 〃 三輪　律江 横浜市立大学国際教養学部教授(建築・都市計画)

13 〃 山家　京子 神奈川大学建築学部教授（都市計画）

【横浜市都市美対策審議会　名簿】
委嘱期間：令和５年８月７日から令和７年８月６日まで



1 

第135回横浜市都市美対策審議会議事録 

議  題 議事１ 横浜市都市美対策審議会会長の選任について 

議事２ 横浜市都市美対策審議会部会委員及び部会長の指名について 

議事３ 会長代理者及び部会長代理者の指名について 

議事４ 歴史的風致維持向上計画の策定について（報告） 

議事５ 各部会の開催状況について（報告） 

日  時 令和５年９月６日（水）午前10時から午前11時49分まで 

開催場所 横浜市役所18階共用会議室みなと６・７ 

出席委員 

(敬称略) 

青木祐介、荒井聖輝、大西晴之、加茂紀和子、鴨下香苗、国吉直行、嵯峨しのぶ、真田純子、 

東海林弘靖、中島直人、三輪律江、山家京子 

欠席委員 

(敬称略) 
福岡孝則 

出席した 

書記 

書 記：黒田 崇（都市整備局企画部長） 

    榊原 純（都市整備局地域まちづくり部長） 

    光田麻乃（都市整備局企画部都市デザイン室長） 

    石井 聡（都市整備局地域まちづくり部景観調整課長） 

関 係 者 

議事４：鈴木 淳（都市整備局企画部都市デザイン室担当係長） 

    星 直哉（都市整備局企画部都市デザイン室担当職員） 

議事５：土師朝子（都市整備局企画部都市デザイン室担当係長） 

    新井貴美子（都市整備局地域まちづくり部景観調整課担当係長） 

開催形態 公開（傍聴者：０名） 

決定事項  

議  事 １ 議 事 

（１）横浜市都市美対策審議会会長の選任について 

会長は、委員の互選により国吉直行委員に決定した。 

 

（２）横浜市都市美対策審議会部会委員及び部会長の指名について 

事務局は部会構成及び部会長について事務局案を説明し、会長は新しい部会委員と部会長を指名し

た。 

 

（３）会長代理者及び部会長代理者の指名について 

事務局は会長代理者及び部会長代理者について事務局案を説明し、会長は会長代理者を、部会長は部

会長代理者を指名した。 

 

 

（４）歴史的風致維持向上計画の策定について（報告） 

（国吉会長） 

 それでは、議事（４）、歴史的風致維持向上計画の策定について、担当課からご説明をお願いいた

します。 

 

議事４について、担当課から説明を行った。 

 

（国吉会長） 

 今回初めて審議会にご出席の方もいらっしゃると思いますので、私からも横浜の歴史を生かしたま

ちづくりについて補足しますと、一般的に歴史的建造物というのは、古都と言われるような奈良・京

都やお城がある都市で、国の手厚い保護の下に文化財指定などによって街並みが保存されてきたので

すが、1970年代、そういったシンボリックな建物以外でも街並みといいますか、妻籠や中山宿の街道

の町並みといったところも残すべき価値として評価されるようになってきました。単体の建物から街

並みへという流れがあったのですが、一方、大都市においては戦後、とにかく新しいものをどんどん

つくっていこうという流れの中で、戦災後にかなり歴史的建造物は壊されて行きました。ただ、横浜

の場合は、偶然ですが米軍の接収が10年以上あったものですから、各都市の戦後の復興が終わった頃
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にようやく一部復興が関内地区などで始まるような状況でした。 

 そのときに、横浜の都市デザイン行政として、戦災で焼けた建物でも、横浜のシンボルである開港

という歴史や伝統を引き継ぐような歴史的建造物は残しておいたほうが街の特性づくりに役立つと考

えました。全て解体してしまうと、日本の都市はどこも全て同じようになってしまうじゃないかと危

惧しました。横浜の都市デザインとしては、何とか横浜の特性、個性をつくっていきたいという流れ

の中で、わずかでも残っているものを何とか維持・保全していきたいという感じだったのですが、県

の博物館とか重要文化財クラスは１つ２つはありましたけれども、全てのものが重要文化財等になる

ようなものではない。そういう中で、一般的な街並みの中でも開港横浜を彷彿させるようなものにつ

いては、何らかの形で面影を踏襲していく政策は取れないかということで、先ほど事務局からありま

したように歴史を生かしたまちづくりというのを昭和63年につくったのです。それは、馬車道にある

旧日本火災という、元川崎銀行ですけれども、このビルを解体するという話になったときに市民運動

が起こって、これは馬車道・関内の歴史だから、ぜひ一部でも残してほしいという強い意見があっ

て、それを横浜市としてもフォローするために、日本火災さんに市民と一緒に交渉したりしながら

「歴史を生かしたまちづくり」の仕組みもということで残していただくことに協力を求めるととも

に、その場合には位置づけして、認定して、保存・活用については非常にお金のかかることですの

で、財政的負担を一部でも横浜市としてフォローさせていただくといった制度をつくったわけです。 

 ただ、これは国の制度にはなかったやり方で、例えば建物は新しくしてもいいけれども外側に壁面

だけ残すとか、文化財ですと内部もそのまま残せ、一切触っては駄目ということなのですが、外壁だ

け残してもいいとか柔軟な対応で街並みとして生かしていければありがたいということで、現代的な

都市としては珍しい取組としてこういった歴史を生かしたまちづくりを始めたわけです。これは国に

ない制度で先駆的だったのですが、そのうちどんどん国もそういうやり方もあるかということで、文

化財の中でもいろいろな形の残し方をやっていただくようになりまして、最近はこういった新しい、

歴史的建造物を含むある地域を、歴史的建造物だけではなく文化そのものも含めて歴史的風致と位置

づけるということで、もう少し手厚くフォローしていく制度に変わってきたということです。横浜市

も財政が厳しい中でいろいろやってきましたが、今、完璧にできているわけではないので、さらにこ

ういった国の制度も活用して、少し幅広く、財政的側面あるいは建物以外のところも含めて対応する

ことが可能であればそれを活用していこうというふうに踏み込んでいったのだと思います。そういう

ことで、さらにメニューが増えていったのかなと思います。 

 私からも、長く付き合ってきたことがあるものですから説明させていただきました。委員の方から

何か質問などありましたらぜひどうぞ。また、青木委員さんが別途この策定には歴史の保全委員のお

一人としてご協力いただいているということですが、何か補足することはございますか。 

（青木委員） 

 先ほど長崎を比較の対象として出されていましたが、そもそも長崎で開港というともう江戸時代の

話になるわけで、横浜のように19世紀から発展していった近代都市は、国交省の資料にあるような城

下町都市をベースにしているような歴史的風致の考えに当てはめづらいというか、城下町のようには

っきりした核があって、エリアがあって、それで現代に都市が重層的にできているというようなもの

を横浜でなかなか見いだしづらいということと、あとは、活動を評価する部分がハードルだと先ほど

おっしゃっていましたが、外国人居留地だとか歴史的な地区をある程度設定はできても、50年以上そ

うした環境を守る活動が続いていることをどうやって見いだしていくのかというストーリーづくりに

今、事務局も含めて悪戦苦闘しながらトライしているところだということです。ただ、最終的に、前

提として話にあったような、税制面でなかなかサポートが受けられない部分を、こういうことをやる

ことで、国庫補助でサポートしていくところに何とか持っていけるように、私のほうでもできる限り

の協力体制でやっているところです。 

（国吉会長） 

 ちょっと事務局に質問です。先ほど表が出てきましたが、京都は別として、政令指定都市クラスで

歴史的風致維持向上計画等をつくっている都市というのはあるのですか。名古屋市が入っています

ね。堺市か。福岡は入っていませんね。 

（鈴木係長） 

 政令指定都市としては少ないと思います。 

（国吉会長） 

 名古屋、京都、堺ぐらいですね。大阪は入っていない。 

（鈴木係長） 
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 大阪は入っていないです。 

（国吉会長） 

 分かりました。ということで、青木さんからも発言がありましたが、堺だと堺の街並みがあります

よね、千利休の関わった地域とか、名古屋も一角に歴史的空間が残っているわけですが、白壁の街が

あったりとか、そういうところがない横浜でも、うまく活用していくといいなと思います。何かご意

見を頂ければ幸いです。どうぞ。 

（中島委員） 

 初めて聞いたことなので確認ですが、先ほど昭和63年の調査での建造物のその後の残存・滅失状況

というのがございました。これは調査した建物の分布もそうですし、滅失状況とかの、横浜の中での

ある種の地域的な偏りというか、どういう地域でどういう建物がどういうふうになくなっているのか

ということと、今回、３つの歴史的風致ということをおっしゃっていますが、これがうまく合致して

いるのかというか。狙いとしては消失していくことを防ぐということだと思いますので、どれくらい

の建造物が例えばこの３つの歴史的風致の範囲の中に入ってくるのかとか、あるいはこの３つの中か

らはどのくらいのものがこぼれ落ちてしまうのかといったところが一つポイントになるかなと思った

のが、まず１つ目の質問です。 

 あと、もう一つは、昭和63年の時点での、ある種の歴史的建造物を基本とされて、政策というかこ

の歴史まちづくりというのが今も考えられているということですが、既にもう40年たっていて、その

後、当時としては歴史的なものとは認められていなかったものも、市民の方々が非常に歴史を感じて

いるようなものが増えてきたりとか、そういうことがあるような気がします。そのあたりの基本的な

調査というか、昭和63年の調査というのは分かったのですが、その後40年たって横浜の歴史的建造物

と認識されるものそのものが増えているのかどうか、そういうものを把握されているのかどうかとい

うのをお伺いしたいと思いました。２点、質問です。 

（鈴木係長） 

 まず１点目のご回答ですが、どのエリアで滅失しているか詳細は分かっていないのですが、滅失し

ているものとしてはやはり西洋館が多いと。西洋館に関しては山手町がメインになってくるというこ

ともあるので、先ほど言った歴史的風致の中で山手町を歴史的風致と設定して、今後、実は重点区域

としても山手町を考えています。なので、西洋館の滅失に対する対策はできているかなと。あとは、

近代建築に関しても滅失の数が多くなっていることを含めますと、近代建築は基本的に関内が多いか

なと感じております。なので、重点区域もやはり関内を設定しようとしていますので、滅失の傾向と

いうところから歴史的風致、重点区域を考えているので、そこに対して対策はできていると考えてお

ります。 

（光田書記） 

 補足いたしますと、悉皆調査の中で郊外の古民家もかなり滅失が見られるのですが、今回、風致を

設定しようとしたときに、先ほどのお話のように東海道で何か活動が残っているかとか、そういうこ

とを国のほうと協議した結果、どうしても横浜の郊外の古民家は難しい部分が多くありまして、先生

おっしゃるとおり、歴史的風致維持向上計画の中では郊外の古民家の対応はなかなか難しいかなとい

うのが現状となっております。 

（鈴木係長） 

 ２点目は、悉皆調査の増減ということでよろしかったでしょうか。一応、毎年度、悉皆調査の台帳

には、歴史を生かしたまちづくり要綱の登録認定になり得るようなものを載せております。もちろ

ん、同じところを調査することもあれば、新規に新しいものを載せることもあります。 

（星） 

 担当職員の星と申します。補足させていただきますと、今、中島先生がおっしゃられた、新しいジ

ャンルとか潮流に応じた歴史的建造物の考え方という点に関してですが、例えば、最近ですと洋館付

き住宅ですとか、横浜だと郊外に広がっていた別荘地にあるようなものとか、東横線上に都市発展の

過程で見られたような、和館と洋館が併設したような住宅というのは平成30年に新しいジャンルのも

のとして認定させていただいた事例もございます。近年、そういったものも歴史的建造物の評価を取

り入れながら台帳の更新をしています。横浜だと特徴的な防火帯建築ですとか、戦後の建造物の取扱

いをこの計画とセットでどうやっていくのかというのを、まさに検討を始めていくフェーズになって

います。計上はしているのですが、今のところ防火帯とかで認定はまださせていただいていなくて、

評価という点もそうなのですが、防火帯に関して言えば、区分所有になっている所有者さんがたくさ

んいらっしゃることですとか、建物の構造上の問題などもろもろありますので、取扱いをもう少し検
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討してからどうやっていくのかを考えていくということで考えています。 

（中島委員） 

 よく分かりました。歴史的風致維持向上計画で守れる部分とそうでない部分がかなりあると思うの

で、最後におっしゃった全体の歴史まちづくりビジョンがすごく大事で、その中の一つの手法として

歴史的風致維持向上計画があるのだという、そこはしっかりとしていっていただければなと、今聞い

て思いました。 

（国吉会長） 

 ほかにご質問は。鴨下委員、どうぞ。 

（鴨下委員） 

 ２点あって、横浜で制定されている歴史を生かしたまちづくり要綱ですが、その助成金の上限額は

昭和63年から変わらないものなのかというのと、あと、歴史的風致維持向上計画を策定されて国から

認定を受けると、その地域の方に何か制約とかがあるのかというところを伺いたいと思います。 

（鈴木係長） 

 まず１点目の話をさせていただくと、上限金額は変わっています。一番最初、昭和63年に制定して

から、金額に関しては１回か２回ぐらい経済状況に応じて変えていて、現在に至っています。 

 あと、２点目の制約の話です。重点区域に設定することで制約があるかというと、建築的な制約は

ないです。 

（鴨下委員） 

 では、建築確認が取りにくくなるとか、そういうことはないのですか。 

（鈴木係長） 

 ないです。 

（光田書記） 

 これで歴史的建造物に認定しますと、ある程度公表といいまして、どこにどういう建物があるかと

いうことをやはり市民の皆様に知っていただく必要があります。今、西洋館につきましては個人で持

たれているということで、あまり横浜市としても広く公表とか、マップをつくったりとかそういうこ

とはしてこなかったので、そのあたり、お一人お一人のご事情と横浜市の考えをすり合わせていく必

要はあると考えております。 

（国吉会長） 

 それと同じような質問になるかと思いますが、認定歴史的建造物の場合は一定の契約をしますよ

ね。契約して一定期間は保持されることになりますが、歴史的風致に指定されて、そこで何らかの位

置づけがなされた建造物については、新たな計画をするときに、地域の問題と該当する建築物につい

ての建築の自由さみたいなものはどのぐらい影響があるのか。横浜の場合、歴史を生かしたまちづく

りというのは、新しい使い方も含めて内部改造をしたり、一部、上に増築したりというのも含めてや

っているわけですが、歴史的風致の場合でもそういうことは横浜市のこれまでの対応と同じぐらい

の、ある程度幅のある対応はできるのか、それは少し抑えられるのか、その辺についてはいかがでし

ょうか。 

（光田書記） 

 歴史的建造物そのものは、横浜市が認定している建造物であったり、指定文化財であったりという

中のハードの規制しかかかりませんので、風致をかけたからといってそれが強くなることはないとい

うことです。 

（国吉会長） 

 そうすると、例えば、防火帯建築は10年間ぐらいは持ち続けてもいいけれども、その後はそのイメ

ージを残しながら変えていくことも事業主として思っていたりすると、それでも、歴史的風致にかけ

る価値というか、そういう対象となるのかどうか。それはどうですか。 

（鈴木係長） 

 なると思います。今回のこの計画に関しても、おおむね５年から10年の計画になっています。なの

で、計画見直しのときに指定建造物に指定するかどうかの判断であるとか、そういうことの見直しの

期間、タイミングがあるので、そう考えると、防火帯建築物を指定していくのは意味があると思いま

す。 

 

（国吉会長） 

 分かりました。ほかに何かご意見・ご質問は。山家委員、どうぞ。 
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（山家委員） 

 コメントのようなものになってしまうかと思いますが、確かに、今回の計画策定によって山手の西

洋館が税優遇措置を受けられるというのは、残していくモチベーションにつながっていいなと思いま

した。ただ、個別にご相談に乗ったりしたこともあるのですが、そこに住み続けようと思っておられ

る方ばかりではなくて、持ってはいたいけれどもどうしていいのか分からないとおっしゃる方もいる

ので、持っている西洋館の保存・活用の仕方について相談に乗るというか、それが市のお仕事になる

かどうかは分かりませんが、何かその辺の仕組みというか、少し後押しをするような仕組みがあると

いいのかなと思いました。 

（鈴木係長） 

 この歴史的風致維持向上計画に記載できるかどうかは別として、先ほど言ったまちづくりビジョン

という全市的なもの、歴史を生かしたまちづくりを推進していこうという中で、活用に関して困って

いてどうすればいいのか分からないという人がやはり多いです。ただ、我々のほうもそういう支援団

体の登録とかもしていないので、では、誰に紹介しようかとなったときに、そのような事業スキーム

とか資金調達ができるような団体さんが登録できるようなシステムができないかというビジョンで

今、考えています。 

（山家委員） 

 いいと思います。まちづくりでもありますよね。プランナーを派遣するとか。 

（鈴木係長） 

 そうですね。地域まちづくり課とかが持っているコーディネーターの派遣制度や支援団体の制度と

同じようなものが出来上がると、よりいいのかなと思っています。 

（国吉会長） 

 ほかにご意見はございますか。真田委員、どうぞ。 

（真田委員） 

 質問ですが、前から課題になっているブラフ積の保全が、あれは建築基準法の制約があってそのま

ま残せないということですけれども、こういうものに認定されると、その例外措置みたいなことにな

るのですか。 

（鈴木係長） 

 例外措置にはならないと思います。ただ、理念としてブラフ積を残そうというビジョンとすること

によって、所有者の方などに、これは歴史的に価値があるものだということを認識していただいて、

残す方向に向かえばいいのかなということなので、どちらかというと法的な縛りを軽くするものでは

ないということです。 

（国吉会長） 

 ほかにございますでしょうか。横浜市がこれまで取り組んできた「歴史を残す」ではなくて「歴史

を生かす」といいますか、未来に発展しながら歴史を継承するという、二面性を持った取組の中でも

新しいメニューが増えてきたということで、うまく活用して新しいタイプの歴史を生かしたまちづく

りに展開していければいいのかなと思いますので、引き続き、いい方向へ向けてやっていただければ

と思います。また、かつて山手地区の西部町内会、東部町内会それぞれに、地域の歴史的建造物や景

観を残すという市民活動が活発になっていたのですが、ちょっと下火になった感じがあって、かなり

西洋館が売られてしまい、新しい事業者が開発するみたいな傾向が出てきたわけですが、こういうこ

とを機会に地域の協議会とか、そういったものがうまく展開するといいなと思います。 

 よろしいでしょうか。本件に関しては報告ということではありますが、流れとしてはすばらしいこ

とだと思いますので、引き続き効果的な展開を図るよう検討していただいて、また報告いただければ

と思います。 

 

（５）各部会の開催状況について（報告） 

（国吉会長） 

 次の議事（５）です。各部会についての報告ですが、前回の都市美対策審議会開催以降に開催され

ました各部会の開催状況について報告です。各部会長は就任したばかりですので、取りあえず事務局

から報告をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。各部会の報告について事務局からご報

告いただき、もし自分が担当している部会で報告の内容に補足するようなことがありましたらご意見

を頂きたいと思います。それでは、事務局からよろしくお願いします。 
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議事５について、事務局から説明を行った。 

 

（国吉会長） 

 各部会の報告で、中身が多かったので少しスピードアップしてやりましたけれども、ご理解いただ

ければ幸いです。どこの部会のものでも結構ですので、先ほど説明した内容等についてご意見・ご質

問等あればと思いますが、いかがでしょうか。政策検討部会における議題の中の、新たな都市デザイ

ンのあり方検討は、今後、非常に重要となっていくと思います。今日は、この中でも説明があった未

来会議という、いろいろな方を含めた今後についての取組等に加わってご助言いただいていた三輪委

員さんがいらっしゃいますから、何かご意見がありましたら頂ければと思います。 

（三輪委員） 

 まず、未来会議は、こちらでも初めてお耳にした先生もいらっしゃると理解して大丈夫ですよね。

都市デザインが50周年を迎えまして、横浜市の今後の都市デザインというものがどうあるべきかみた

いなことを、私と野原先生で伴走させていただきながら、一般公募の方々からいろいろ話を取り込ん

だというのが、昨年度末に駆け足で実施したことになります。 

 それについて取りまとめていただいたのが、今日の政－２の資料になります。話題の中では、都市

デザイン室が今後どう行くべきか、これからの20～30年、50年に向けて、都市デザイン室がどのよう

に横浜の都市デザインを牽引していくのかとか、あるいは先ほどの話題もありましたけれども、どう

しても横浜の都市デザインといいますと、やはり中心部の話題になりそうなところで、一方で、郊外

にある古民家や里山文化などの在り方みたいなものを都市デザイン施策の中にどう盛り込んでいくか

というのはかなり重要で、結構、戦略的に進めなければいけないのではないかという話は伴走しなが

ら話題に出ていて、たくさんの宿題をやり取りしております。 

 そのお話を前回７月に開催した政策検討部会でさせていただいた中で、ここにあるように、都市マ

スそのものの中にどのように位置づけるかというところから発端して整理していただいているのです

が、都市デザイン、デザイン、施策、あるいは参加だったり、あるいは暮らしだったり、今ですとケ

アのほうだったり、私も地域まちづくりの委員をやっていますので、そちらのほうでも割とハードよ

りも別の部分でのデザイン施策みたいなものも求められている時代の中で、マスタープランだけでは

ないところも含めてどのように落とし込むかというのは、すぐにすんなり進む答えが出るような話題

ではないのですが、せっかくなので契機として議論していくべきではないかというようなお話になっ

たかと思っております。たくさんの宿題が今、多分、都市デザイン室さんのほうには渡っているとい

うふうに理解しています。 

 特に最後のところで、今後の具体的取組の展開の中でも、海のことだったり、郊外の話だったり、

少しハードに寄ったというか、場所に寄ったところから入り込んではいるのですが、例えばそこの教

育的な話、あるいは福祉的な話、そのあたりとデザイン施策みたいなことを、どこまで都市デザイン

室がやって、ほかの局との連携を深めていくかというところがかなり肝かなと思っておりますので、

そのあたりは政策検討部会のほうで引き続き議論させていただければと思っております。 

（国吉会長） 

 この件につきましては、事務局からスケジュールでご説明しましたように、今後、政策検討部会で

２回行った後に、また本全体会議に報告し、ご意見を頂いて、次の展開をするというようなプロセス

を経ていくことになるかと思います。この件に限らず、全体の報告について何かご意見ありますでし

ょうか。質問でも結構です。よろしいでしょうか。 

 ないようですので、本日の議事は以上となります。 

 事務局から確認をお願いしたいと思います。 

（光田書記） 

 本日は、会長の選任及び部会の構成、各代理者について決定していただきました。また、議事

（４）と（５）の報告事項につきましては、頂いたご意見について参考にさせていただきます。 

 また、本日の議事録ですが、会長の確認をいただき、閲覧をさせていただきたいと思います。 

（国吉会長） 

 次回の審議会の日程等について、事務局から何か連絡事項はありますでしょうか。 

（光田書記） 

 この親会はおおむね年に２回開催を予定しております。次回の予定は年度末をめどに、別途日程調

整をさせていただきます。 

（国吉会長） 
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 これをもちまして、第135回都市美対策審議会を終了いたします。このメンバーにて２年間、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

閉会 

資  料 ・次第、審議会委員名簿、第134回議事録 

【議事２】 

・資料２  ：横浜市都市美対策審議会（令和５年８月７日～） 部会構成（案） 

【議事３】 

・資料３  ：横浜市都市美対策審議会 代理者（案） 

【議事４】 

・資料４－１：歴史的風致維持向上計画の策定について 

【議事５】 

・資料５－１：第134回都市美対策審議会以降の各部会の開催状況（一覧） 

・資料５－２：横浜市都市美対策審議会 各部会の開催報告について 

・資料政－１：特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

       （関内地区都市景観協議地区 中区港町１丁目１番１ほか） 

・資料政－２：新たな都市デザインあり方検討について 

・資料景－１：特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

       （みなとみらい２１新港地区都市景観協議地区 中区新港２丁目２番１） 

       景観推進地区（みなとみらい２１新港地区：中区新港２丁目）における景観形成につ

いて 

・資料景－２：（仮称）北仲通北地区 Ｂ－１地区における景観形成について 

・資料景－３：（仮称）横浜市中区海岸通り計画 Ａ－１地区における景観形成について 

特記事項 ・本日の議事録については、会長が確認する。 

・次回の審議会は、別途日程調整する。 
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